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下野市立図書館（以下「市立図書館」という。）では、平成 28 年 3 月に策定した「下

野市図書館基本計画」に基づき、図書館サービスの提供に努めてまいりました。 

さらに、平成 31（2019）年 1 月に「下野市子どもの読書活動推進計画（第三次）」を

策定し子どもの読書環境の整備や、図書館評価の導入による図書館サービスの向上、市

民との協働による読書の啓発活動など時代の変化や多様化する市民ニーズに対応する

ため、様々な取組を行ってきました。 

本市の子ども・市民の読書活動を推進し、更に利用しやすく役立つ図書館を目指して

いくためには、中長期的視点での効率的な経営方針を検討していく必要があります。 

こうしたことから、令和 2 年度をもって計画期間が終了となる現行の第一次計画を改

訂し、「下野市図書館基本計画（第二次）」を策定します。 

 

 

 

ユネスコ公共図書館宣言（1994 年）では、「地域において知識を得る窓口である公共

図書館は、個人および社会集団の生涯学習、独自の意思決定および文化的発展のための

基本的条件を提供する」と定義しています。これからの図書館には人々の学び、新たな

文化の創造に寄与することが求められています。 

現在、情報化の急激な進展や若者の活字離れ等、図書館を取り巻く状況は大きく変化

しており、こうした状況に的確に対応することが喫緊の課題となっています。 

国は、子どもの読書環境整備を目指し、平成 13 年 12 月に「子どもの読書活動の推進

に関する法律」に基づく「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定しま

した。さらに、すべての国民が等しく文字・活字の恵みを享受できる環境整備を求める

「文字・活字文化振興法」が平成 17 年 7 月に制定され、市町村への公立図書館設置の

努力義務、国及び地方公共団体への司書等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報

化の推進等の物的条件の整備等に必要な施策を講じること等が規定されました。 

その後、社会教育法・図書館法の改正も踏まえた「これからの図書館の在り方検討協

議会」の提言を受けて、平成 24 年 12 月、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基

準」が改正され、図書館の管理運営についての新たな指針が示されました。この中では、

公立図書館の管理運営に関する基本的運営方針の策定と、設定された目標や事業計画の

達成状況等に関し、自ら点検と評価に努めるよう求めています。 

さらに、平成 28 年の「障がい者差別解消法」に続き、令和元年に「読書バリアフリ

ー法」が施行され、視覚障がいなど読書に困難を伴う方への図書館サービスのあり方を

考えるべき法律が施行され、図書資料や施設・設備等への対応も急務となっており、多

方面から図書館経営に関するビジョンが求められています。 

  

１ 計画策定の趣旨 

 

２ 図書館をめぐる法整備等 

 

第Ⅰ章 計画の策定にあたって 
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令和 3 年 3 月に策定した「下野市子どもの読書活動推進計画（第四次）」によると、

下野市内の中学生の 1 か月の読書量は前回調査（平成 30 年度）より 1.5 倍に増加して

いるものの、小・中学生とも、第三次計画の目標値は達成できませんでした。 

子どもの読書量を増やすためには、市立図書館と学校図書館とが相互に連携を図り、

子どもの読書活動の推進に向けた環境づくりに努めることが重要です。 

 

◇子どもの 1 か月の読書量の増加目標 

＜下野市子どもの読書活動推進計画（第四次）R3.3 より抜粋＞ 

対象 
平成 19 年 

実績 
平成 25 年 

実績 
平成 30 年 

実績 
三次計画の 
目 標 値 

令和 2 年 
実績 

小学生 6.8 冊 8.0 冊 10.0 冊 12.0 冊 9.2 冊 

中学生 3.4 冊 4.2 冊 3.5 冊 6.0 冊 5.3 冊 

 

《参考》栃木県・子どもの 1 か月の平均読書量 

対象 平成 19 年 平成 24 年 平成 29 年 令和元年 

小学生 4.87 冊 7.85 冊 8.92 冊 6.97 冊 

中学生 2.38 冊 3.73 冊 4.78 冊 3.46 冊 

高校生 1.42 冊 1.28 冊 1.54 冊 1.63 冊 

 

 

 

 

本市では、平成 15 年 9 月施行の地方自治法改正による、指定管理者制度の創設を受

け、平成 18 年度に「下野市指定管理者制度導入に関する基本方針」が定められました。 

また、平成 21 年度には、第二次行政改革大綱実施計画が策定され、可能な限り民間

委託や指定管理者制度を導入し、民間の優れた能力を活用しながら、住民サービスの向

上を図ることとなりました。 

この計画に基づき、平成 23 年度には「今後の下野市立図書館の管理運営のあり方に

ついて」を図書館協議会へ諮問し、その答申内容を踏まえ、平成 25 年度から市直営の

南河内図書館（以下「直営館」という。）と指定管理者が管理運営する石橋・国分寺図書

館（以下「指定管理館」という。）の経営体制で業務を開始しました。 

平成 29 年度からは、南河内図書館も含め 3 館全てを指定管理者による運営とし、図

書館基本計画に基づき、市職員が図書館の総括的運営管理、指定管理者の業務の進捗管

理、3 館の特性を活かした総合的な蔵書管理等を行い、指定管理館では、定型的業務の

ほか、民間ならではの多彩なサービス提供を行うことにより、図書館利用者増に貢献し

ています。 

第Ⅱ章 下野市立図書館の現状と課題 

１ 子どもの読書環境 

２ 市立図書館の管理運営 
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＜開館時間＞ 

9：00～19：00 

   

 

＜休館日＞  
内      容 

石 橋 
金曜日 （祝日の場合は開館） 年末年始（12/30～1/3）  

特別整理期間（概ね５日間） 

国分寺 
月曜日 （祝日の場合は開館） 年末年始（12/30～1/3）  

特別整理期間（概ね 5 日間） 

南河内 
月曜日 祝日 年末年始（12/29～1/3）  

特別整理期間（概ね 10 日間） 

 

 

＜入館者数＞                          単位:人 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

石 橋 103,818 107,462 97,133 91,005 91,862 109,475 

国分寺 93,673 92,041 83,175 77,552 78,681 73,489 

南河内 93,339 99,188 69,231 57,456 59,388 49,677 

 

 

＜貸出人数＞                          単位:人 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

石 橋 32,800 32,648 29,462 29,260 33,848 35,630 

国分寺 32,097 31,525 31,581 29,904 30,900 29,625 

南河内 18,973 19,829 20,279 16,481 17,241 17,637 

 

 

＜貸出冊数＞                          単位:冊 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

石 橋 136,311 134,242 118,274 123,348 124,574 134,552  

国分寺 130,446 131,010 131,582 128,283 131,430 127,496  

南河内 107,974 110,595 114,072 90,855 90,472 91,371  
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 図書館法の改正により、平成 27 年度から県内各図書館に先駆け、図書館の運営及び

サービス全般を対象に市民の代表である図書館協議会による外部評価を行っています。 

外部評価の総評では、「各図書館とも概ね適正に運営がされている」と評価され、平

成 25 年度に導入した指定管理者制度が一定の成果を収めています。 

引き続き図書館評価を実施し、その結果を踏まえて、今後の図書館運営の改善等に繋 

げ、さらなる向上を図っていく必要があります。 

  

◇図書館評価総評 

＜令和元年度 下野市図書館評価報告書より＞ 

 

図書館協議会の総合評価（外部評価）において、各図書館とも概ね適正に運営がさ

れていると評価します。 

３館とも、様々な図書館事業を開催し、郷土の歴史・文化や健康について等、学習

の機会が提供されました。 

石橋図書館では、グリム関連資料や郷土資料の収集に努める他、下野歴史講座「聖

地日光へ続く道（講師：栃木県文化財課職員）」の開催がされました。また、下野新聞

等で掲載された下野市に関する内容記事の掲示を行うとともに、記事をデータとして

記録する等の情報収集も行われました。 

国分寺図書館では、医療関連資料の収集に努める他、自治医科大学と連携した「漢

方薬（講師：自治医科大学特命教授）」「認知症（講師：自治医科大学助教）」講座が開

催されました。また、新型コロナウイルス関連の記事を早くから掲示していました。 

南河内図書館では、児童書の積極的な収集に努める他、文学講座「宮沢賢治＝宗教

と文学＝（講師：薬師寺住職）」（全 3 回）が開催されました。また、「赤ちゃんといっ

しょ」をはじめとした講座やコンサート等が、市内在住の方や市内団体との協働によ

り開催されました。 

このように講座の実施や関連する資料の展示等により、貸出冊数が増加するといっ

た相乗効果が見られました。全体として、利用者を増やすための多角的な取り組みが

できたと評価します。 

しかしながら、取り組み結果に具体的な数値や状態が示されていないものも少なく

なく、適切な評価をするためには、前年度から改善した部分を記載する等、客観的に

見える化していくことが必要と考えます。 

今後は更に目標を明確にし、より一層の改善努力を進め、図書館サービスが向上す

ることを望みます。 

 

 

 

 

 

３ 市立図書館の図書館評価 
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（１）歴史のまちづくりの実現 

本市では、国指定史跡「下野薬師寺跡」「下野国分寺跡」「下野国分尼寺跡」をはじ

めとする多くの文化遺産を活かした歴史のまちづくり「東の飛鳥プロジェクト」を推

進しています。 

このようなことから、国指定史跡等の文化財に関する蔵書や地域の記録・記憶を財

産として次世代に伝えるために歴史・文化・観光など様々な資料を網羅的に収集・保

存をしていきます。 

また、郷土に関する講座等を開催することにより、郷土資料の活用を図ります。 

さらに市内外からの要望に対応できるよう、歴史のまちづくりの推進を支援してい

く必要があります。 

  

（２）協働のまちづくりの実現 

本市では、市民が主役の協働のまちづくりの実現を目指し、平成 26 年 4 月の自治

基本条例の制定をはじめ、様々な取組を行っています。 

市立図書館では、図書館や各小学校等で活動する読み聞かせや音訳を行う図書館ボ

ランティアと協働して、市民の読書啓発活動を行っています。 

また、市民と協働した展示等の事業や、専門的な知識を持つ地域の人材を活用した

講座、市内団体によるミニコンサート等のイベントの開催も行っています。 

今後も、まちづくりに関わる市民への情報提供等、様々な支援を行っていく必要が

あります。 

 

 

 

            💡「東の飛鳥プロジェクト」 

      本市には、古墳から飛鳥・奈良時代にかけての東国を代表する 

史跡等が多数所在しています。 

 本市が培ってきた歴史をわかりやすく、多くの皆さんにお伝え 

するために、東国における飛鳥時代の変遷を表す重要な遺跡が 

集中するという歴史的特性を「東の飛鳥」と名付けました。 

本市の有する数多くの文化財の保存と活用、まちづくりや 

教育、観光の資源としての総合的な活用を図るため 

「東の飛鳥プロジェクト」を推進しています。 

                            こまろ 

 

 

 

４ 地域文化活動 
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下野市立図書館の現状と課題をふまえて、本計画における基本理念を以下のように設

定しました。 

 

「子ども・市民の豊かな心の育成と地域文化の向上を目指して」  

人が生涯を通じて心豊かに暮らしていくためには、社会の変化や自身のライフステー

ジに応じた学習活動を行っていく必要があります。特に将来を担う子どもたちの感性や

豊かな心の育成の支援は欠かすことができません。 

市立図書館では、子ども・市民の読書活動及び学習活動の支援をとおして、豊かな心

の育成を支援し、地域文化の向上に貢献していきます。 

 

 

 

基本理念の「子ども・市民の豊かな心の育成と地域文化の向上を目指して」を具現化

する 5 つの基本目標とさらにそれを実現するための基本施策を設定します。 

 

（１）知識と情報の拠点としての図書館 

〈基本施策〉 

① 市民の要望に応えることができる多様な蔵書の充実 

② ※ＩＣＴ等の活用による情報提供の充実 

③ サービスの提供の向上 

 

（２）子どもの読書活動を推進する図書館 

〈基本施策〉 

① 学校との連携による子ども読書活動の充実 

② 家庭での読書活動の支援 

③ 子どもの読書活動推進のための読書環境等の充実 

 

（３）利用しやすく役立つ図書館 

〈基本施策〉 

① 柔軟な運営体制の構築 

② 利用者の課題解決に役立つ※レファレンスサービス機能の充実 

…………………………………………………………………………………………………  

※ＩＣＴ 
Information and communication technologyの略 
ネットワークを利用した多様なコミュニケーションツールの活用のこと 

※レファレンスサービス（参考業務）  
図書館員が調べもの・探しものをサポートすること 

第Ⅲ章 計画の基本的考え方 

２ 基本目標 

１ 基本理念 
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③ 利用者の要望に応じたサービスの充実 

④ 誰もが利用しやすい図書館サービスの提供 

   

（４）郷土の歴史と豊かな市民文化の拠点としての図書館 

〈基本施策〉 

① 地域情報の収集、保存、提供 

② 歴史館・資料館等と連携した講座の実施 

③ 郷土資料の積極的な収集、保存、提供 

 

（５）市民とともにある図書館 

〈基本施策〉 

① 生涯学習の機会や交流の場の提供 

② 市民との協働を推進し、市民とともにある図書館づくりの実現 

③ 公民館との連携による利用者促進と生涯学習活動の充実 

④ 利用者への接遇の向上 

 

 

 

 

本計画は教育基本法、社会教育法及び図書館法の趣旨を踏まえ、「第二次下野市総合

計画後期基本計画」及び「下野市教育大綱」の「市民の自己実現や交流促進の支援と学

びを活かす環境づくり」の実現に必要な図書館経営について個別計画として策定するも

のです。 

期間は、令和 3 年度を初年度とし、令和 7 年度までの 5 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

              

 

              

下野市子どもの読書活動推進計画（第四次） 

第二次下野市教育大綱 

下野市図書館基本計画（第二次） 

第二次下野市教育振興計画 

下野市生涯学習推進計画（第三次） 

３ 計画の位置づけと期間 

 

第二次下野市総合計画（後期基本計画） 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ章 基本目標と基本施策の展開 

１ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

<

基
本
施
策
２-

２> 
生
涯
に
わ
た
り
学
べ
る
機
会
づ
く
り 

 
 
 
 

施
策
２-
２-
１
「
生
涯
学
習
の
推
進
」 

子
ど
も
・
市
民
の
豊
か
な
心
の
育
成
と
地
域
文
化
の
向
上
を
目
指
し
て 

① 生涯学習の機会や交流の場の 
提供 

 
② 市民との協働を推進し、市民と 
ともにある図書館づくりの実現 

 
③ 公民館との連携による利用者 
促進と生涯学習活動の充実 

 
④ 利用者への接遇の向上 

① 柔軟な運営体制の構築 
 
② 利用者の課題解決に役立つ 
レファレンスサービス機能の充実 

 
③ 利用者の要望に応じたサービス 
の充実 

  
④ 誰もが利用しやすい図書館 
サービスの提供 

（１）  

知識と情報の拠点 

としての図書館 

（２）  
子どもの読書活動 
を推進する図書館 

 
 
 

 子ども読書活動 

推進計画 

（４）  
郷土の歴史と豊かな 
市民文化の拠点 
としての図書館 

（５） 

市民とともにある 

図書館 

基本理念 

総合計画 
(後期基本計画) 

（３） 

利用しやすく 

役立つ図書館 
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◎現状と課題 

現在、図書館を取り巻く状況は、電子書籍や音楽配信サービスの普及等、情報化の

急激な進展により、大きく変化しています。市民が必要とする情報はますます高度化・

複雑化しており、子どもから高齢者まで多くの人々が新たな知識や情報を学習・習得

し、自らの能力を高めようとしています。 

多様化する利用者ニーズや課題に対し、市民にとって最も身近な市立図書館が地域

の情報拠点として有効に機能するためには、幅広い資料の充実、市外の図書館との相

互協力関係等が求められています。 

                                                

【基本施策】                              

① 市民の要望に応えることができる多様な蔵書の充実 

ア）図書館の特色を踏まえた※資料の収集を行い、 

蔵書の充実を図ります 

イ) レファレンス資料を含む幅広い資料の収集と、 

重要資料の長期にわたる保存を行います 

ウ) 図書のリクエストや、利用者アンケートにより、 

市民の要望にかなう図書の収集を行います 

  

② ＩＣＴ等の活用による情報提供の充実  

ア）ホームページや※SNSを活用して、図書館の 

利用案内、行事情報等の発信を強化します 

イ）インターネットを使った資料の予約を行い、 

利便性を確保しながら資料の回転率の向上を 

図ります 

ウ）インターネットを使った資料予約、貸出・予約 

情報の照会について周知を図り、推進します 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

※資料（図書館資料）  
郷土資料、地方行政資料等の図書、記録、視覚聴覚資料、その他必要な資料 

※SNS 
Social Networking Serviceの略 
ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等、人とつながり、それを活用できる情報 
サｰビスのこと 

 

💡図書館の特色 

石橋館はグリムや郷土資料 

国分寺館は医療関係 

南河内館は児童書 

などの図書を中心とした 

資料の収集を行います 

２ 基本目標と基本施策の推進  

（１） 知識と情報の拠点としての図書館 

 

💡図書館ホームページ 

からできること 

パスワード登録により 

・資料の予約 

・貸出期間の延長 

・利用状況参照 など 



10 

 

③ サービスの提供の向上 

ア）利用者用パソコンを活用し、インターネットによる調べ物の支援を推進します 

イ）CD と DVD による※デイジー（ＤＡＩＳＹ）版の図書・資料の提供やパソコン 

の活用等、新しい機器・技術等を活用し、より容易で効率的に資料・情報を利 

用できるようにします 

ウ）インターネットに接続できる※Wi－Fi 環境の導入を検討します（新規） 

エ）※電子書籍についての導入を検討します（新規） 

 

 

【成果指標】 

 指 標 現状値(R1) 目標値(R7) 指標の説明等 

１ 

人口一人 

当たりの 

貸出冊数 

5.9 冊 7 冊 

・市民が求める資料に対して、図書館

がどの程度応えているかを測る指標 

・図書館サービスの充実度により増加

目標を設定 

２ 

図書館ホー

ムページ 

への 

アクセス数 

486,090 

     件 

600,000 

     件 

・ホームページを活用した図書館情報

の発信や、資料の予約・延長にどの程

度利用されているかを測る指標 

・ホームページの充実等により増加目

標を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

※デイジー（ＤＡＩＳＹ）版の図書・資料  
Ｄigital Ａccessible information systemの略 
録音された音声による図書・資料のこと 
◎図書館では朗読ＣＤや、ボランティア団体による音声版広報等の貸出を行っています。 

※Wi－Fi(ワイファイ)環境  
無線LANの規格のひとつ。タブレットやスマートフォン等が、無線の電波でネットワークに 
接続できる環境のこと 

※電子書籍 
電子機器のディスプレイ上で読むことのできる出版物のこと。電子図書・デジタル書籍・デ 
ジタルブックとも言われている 
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◎現状と課題 

現代社会において若者の活字離れが進んでいます。その打開のためには、幼児期や

学童期の読書活動を推進することが必要と思われます。これまで、市立図書館では、

小学校への団体貸出や調べ学習支援、おはなしボランティアによる読み聞かせ事業等

を実施してきました。 

今後さらに子どもが様々な場所で本に親しむことができるようにするためには、学

校との連携を図り、地域全体で読書活動を推進することが必要です。 

 

【基本施策】 

① 学校との連携による子ども読書活動の充実 

ア）学校図書館支援のために定期的な訪問を行い、読書活動の支援を行います 

イ）小学校への団体貸出により、身近に本のある環境を作ります 

ウ）図書館ボランティアによる小学校での読み聞かせの開催等、読書普及活動の 

充実を図ります 

エ）学校図書館担当職員等と連携し、子どもの読書推進のための研修会や意見交 

   換会の充実を図ります 

オ）学校の要望に応じた団体貸出を行うために団体貸出用図書の収集や、学校図 

   書館とのレファレンスサービスの構築を図ります（拡充） 

 

② 家庭での読書活動の支援 

ア）おはなし会の開催等、親子で読書を楽しむきっかけづくりを行います 

イ）子どもや保護者を対象とした講座・講演会等を実施し、子どもの読書活動の 

推進と普及啓発を行います 

ウ）家庭での読書活動を支援するため、保育園等を通して図書館イベント等の周 

知を図ります 

 

③ 子どもの読書活動推進のための読書環境等の充実 

ア）『子どもの読書活動推進計画』に基づき、多様な蔵書の充実を図ります 

イ）子ども司書体験講座、職場体験学習等を通して、図書館への関心を深めてい 

きます 

ウ）子ども向けの講座や、年代別おすすめ図書ガイド等による読書案内の充実を 

図ります 

  エ）点字絵本や※LL ブック、※録音図書などの収集・提供を行います（新規） 

  オ）英語を中心とした外国語図書の収集・提供を行います（新規） 

……………………………………………………………………………………………………………… 

※ＬＬブック 
読むことが難しい方向けに作られた、写真や絵、絵文字、短い言葉等で構成された本。  
「ＬＬ」 はスウェーデン語の Lättläst （やさしく読みやすい本）の略。 

※録音図書 
図書をそのままの状態では読めない、あるいは読みにくい方のために、1 冊の図書を初めか
ら終わりまで、できる限り忠実に音声にした（音訳）ＣＤ等のこと。 

（２） 子どもの読書活動を推進する図書館  
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【成果指標】 

 指 標 現状値(R1) 目標値(R7) 指標の説明等 

１ 
児童書の個人

貸出冊数 
151,873 冊 160,000 冊 

・児童書の図書館利用がどの程度促進

されたかを測るための指標 

・子どもの読書環境の整備により増加

目標を設定 

２ 

市内各小学校

等、※関係団

体への団体 

貸出冊数 

20,137 冊 30,000 冊 

・小学校等への図書の貸出や調べ学習

への協力、関係団体支援の充実を図

るための指標 

・団体貸出の充実度により増加目標を

設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

※関係団体 

小学校、中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童館、学童保育室、読み聞かせボラン
ティア団体等 

 
 

子ども司書体験講座 

ボランティアによる読み聞かせ 年代別おすすめ図書ガイド 

保護者による団体貸出 
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◎現状と課題 

本市では、平成25年度から直営館と指定管理館による図書館運営を行い、開館日や

開館時間を増やす等のサービスの充実に努め、平成29年度からは３館全てが指定管理

者による運営となりました。また、平成27年度から図書館運営への市民参画を促進す

るために図書館協議会等による図書館評価を実施し、運営の改善を行ってきました。 

今後も、さらにサービスを充実させていくためには、利用しやすい環境づくりとレ

ファレンスサービスの向上が求められています。 

 

【基本施策】 

① 柔軟な運営体制の構築 

ア）行政主導による会議(図書館長会議・主任司書会議)を毎月開催し、事業計画の

調整・確認を行うとともに、行政と指定管理者が協力して魅力ある図書館づ

くりをしていきます 

イ）図書館評価を事業へ反映させることにより、図書館運営の更なる改善を図り

ます 

ウ）民間企業へのメリット付与を工夫しつつ、雑誌購入のスポンサーを公募する 

  等、民間企業の図書館活動への参加を促進します 

 

② 利用者の課題解決に役立つレファレンスサービス機能の充実 

ア）市と他自治体・※他機関との連携によるレファレンスサービス等、適切な資料 

・情報の提供を行います 

イ）各図書館が連携し、レファレンス需要の高い蔵書 

の充実を図るとともに、インターネットを活用した 

レファレンスサービス等についての充実を図ります 

ウ）多様なレファレンスやリクエストに応えるため、 

県内図書館との相互貸借により、資料の提供を行い 

ます 

 

③ 利用者の要望に応じたサービスの充実 

ア）講座と関連する図書の展示や児童向けイベント等 

により、本と気軽に親しめる図書館サービスの 

充実を図ります 

イ）おすすめ本の展示コーナー等所蔵資料の活用を 

行います 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

※他機関  
大学、博物館、美術館等 

   💡本と気軽に親しめる 

    図書館サービス 

・分類ビンゴ 

・ぬいぐるみのおとまり会 

・本のお楽しみ袋   など 

   💡講座の事例 

・図書館講座「下野学講座」 

・著者を囲む会 

・自治医大 予防医学講座 

・食育講座 

・赤ちゃんといっしょ 

・文学講座       など 

（３）利用しやすく役立つ図書館   
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ウ）乳幼児から 18 歳までの年代別おすすめ図書ガイドを作成し、4 カ月児健康診 

査時や小・中学校を通じて配布するほか、読み聞かせ等にも活用します 

エ）図書館不要本のリサイクルフェアを開催し､資料の有効活用を図ります 

オ）便利で快適に利用できるよう、室内環境や施設の整備に努めます（新規） 

 

④ 誰もが利用しやすい図書館サービスの提供 

 ア）乳幼児・児童サービスを充実するために、おはなし会等のイベントや季節ご 

    との絵本の展示等を開催します 

イ）高齢者サービスを充実するために、大活字本や朗読 CD の収集に努めます 

ウ）ハンディキャップサービスを充実するために、デイジー版広報 CD の貸出や 

   点字資料の収集と貸出等を行います 

エ）外国人の方へのサービスを充実するために、洋書や日本語学習資料の収集、 

英語の利用案内の提示等を行います 

オ）安全安心に利用できるよう、検温器や図書除菌機の設置・保守・管理等、環境

の整備に努めます（新規） 

 

 

【成果指標】 

 指 標 現状値(R1) 目標値(R7) 指標の説明等 

１ 
レファレン

ス受付件数 
  6,393 件   6,800 件 

・レファレンスサービスの利用により

市民に役立つ図書館となっているか

を判断する指標 

・レファレンス事例の公開や、図書館

サービスの充実等により増加目標を

設定 

2 

利用者アン

ケートによ

る図書館の

満 足 度 

  87％  90％以上 

・図書館での利用者アンケートでの 

「とても満足」「満足」を合計した割合 

で、図書館の満足度を判断する指標 

・図書館サービスの充実等により増加

目標を設定 
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甲塚古墳から出土された 
「機織形埴輪」（国重要文化財） 

ＣＧによる彩色復元 

 

 

◎現状と課題 

本市には、国指定史跡「下野薬師寺跡」「下野国分寺跡」「下野国分尼寺跡」等、貴

重な文化財があります。歴史に関する郷土・行政資料は市民の大切な財産です。 

図書館は、地域の記録や記憶を財産として、次世代に伝える役割を担っています。

本市に関する資料を網羅的に収集し、適切な整理・保存を行い、市内外からの要望に

対応できるよう整備する必要があります。 

 

【基本施策】 

① 地域情報の収集、保存、提供 

ア）市広報誌など地域情報を収集・保存するほか、下野市の情報コーナーを設置 

   し、市のチラシ、パンフレット等の情報提供をします 

イ）市議会の議事録や市の予算書・決算書、総合計画等行政資料を積極的に収集・ 

保存します 

 

② 郷土資料の積極的な収集、保存、提供 

ア）市や県に関する市民の地域学習活動の支援のため、郷土資料の収集・提供や 

郷土に関する講座の開催等を行います 

イ）歴史館・資料館等と連携した各種講座を実施します 

ウ）地域刊行資料、地域ゆかりの関係資料を積極的に収集し、保存・提供します 

エ）「東の飛鳥プロジェクト」に関する資料の受け入れや提供を行います（新規） 

 

【成果指標】 

 指 標 現状値(R1) 目標値(R7) 指標の説明等 

１ 
郷土資料の 

所 蔵 数 
  8,838 冊   10,000 冊 

・貴重な郷土・行政資料の保存はもち

ろん、次世代に継承するために、本

市に関する資料の収集が十分に行

われているかを判断する指標 

・関連機関との連携や市民の協力等

により増加目標を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）郷土の歴史と豊かな市民文化の拠点としての図書館 
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◎現状と課題 

市立図書館では、小中学校の作品展示や図書館ボランティアグループ、読書会への

会場提供等、生涯学習の機会や活動、交流の場の提供を行っていますが、各図書館で

の活動は個々のもので、それぞれの交流がこれからの課題となっています。 

また、現在公民館講座と連携した取り組みを実施していますが、市民協働の観点か

らみると、さらに充実させる必要があります。 

今後は、生涯学習の機会や活動、交流の場の提供を充実させ、学習の成果の発表や、

図書館ボランティア活動の支援・育成が必要となります。また、誰もが気軽に立ち寄

れる図書館を目指します。 

 

【基本施策】 

① 生涯学習の機会や交流の場の提供 

ア）図書館ボランティアに関する交流会や講座を開催します 

イ）市民の学習活動の支援のため、レファレンス室の辞典や事典、年鑑、新聞縮刷 

版等の資料を充実します 

ウ）市民の交流の場・発表の場・学習の場として開かれた図書館づくりを行います 

 

② 市民との協働を推進し、市民とともにある図書館づくりの実現 

ア）図書館ボランティアの養成と支援を行います 

イ）市民との協働により、市内団体による自主 

イベント等の図書館事業の充実を図ります（新規） 

  

③ 公民館との連携による利用者促進と生涯学習活動の充実 

ア）公民館と相互協力し、図書館ボランティアとの協働 

による各種講座を開催します 

 

④ 利用者への接遇の向上 

ア）図書館業務マニュアルによる接遇研修の 

充実と人材育成を図り、誰もが気軽に立ち 

寄りやすい環境作りに努めます 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

※ブックトーク 

テーマに沿って関連付けて、数冊の本を順序立てて紹介すること 
 

💡図書館事業の事例 

・グリムフォトクラブ展 

・お琴体験講座 

・クリスマスコンサート 

        など 

（５）市民とともにある図書館 

     💡公民館との連携事例 

・公民館講座「絵本の中の 

お菓子の世界」での図書館 

ボランティアによる読み聞 

かせや※ブックトーク、 

関連本の貸出 

・公民館講座「秀郷と将門」 

での関連本の貸出 など 
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【成果指標】 

 指 標 現状値(R1) 目標値(R7) 指標の説明等 

１ 

講座・講演

会等の事業 

参加者数 

6,153 人 6,800 人 

・講座・講演会等の参加者数により、

市民の生涯学習にどの程度貢献し

ているかを測る指標 

・市民との共催による講座・講演会の

実施等により増加目標を設定 

２ 

図書館ボラ

ンティア 

活動人数 

118 人 130 人 

・図書館ボランティアの養成・支援に

より、市民との協働による図書館づ

くりが行われているかを測る指標 

・図書館ボランティアとの協力等によ

り増加目標を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石橋図書館「調べる学習講座」 

国分寺図書館「自治医大予防医学講座」 南河内図書館「クリスマスコンサート」 
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図書館経営について、第二次行政改革大綱実施計画に基づき進められてきた指定管

理は、開館日数を増やし、民間ならではの多彩なサービス提供を行い、図書館利用者

の増加が図られる等、一定の成果を収めることができました。一方、中長期的視点に

立った社会教育施設としての図書館経営の観点からは、図書館協議会が指摘した市職

員による基幹的業務は欠かすことができないものと考えられます。     

本計画においても引き続き、３館を指定管理館とし、石橋図書館を統括館と位置づ

け、市が経営にかかる基幹的業務を行い、定型的な図書館業務を指定管理者が実施し

ます。 

また、南河内・国分寺図書館は、地域館として施設の維持管理や図書館サービスの

充実を図ります。（次頁参照） 

こうすることで、サービスの向上と運営の効率化、中長期的視点に立った社会教育

施設としての安定した図書館経営を両立できるものと考えられます。 

 

 

 

    

 

本計画を推進していくためには、5 つの基本目標ごとの基本施策を定期的に把握・

検討していく必要があります。 

このため、毎年度、図書館利用者アンケートを行い、市民の要望や満足度を継続的

に把握するとともに、図書館協議会等による図書館評価を基に計画の進捗を管理して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅴ章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進捗管理 
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下野市立図書館経営構想 
 

基本理念 
「子ども・市民の豊かな心の育成と地域文化の向上を目指して」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下 野 市 

石橋図書館《統括館》 
 

【基幹的業務】（経営部門） 
図書館の統括的運営管理、指定管理者の監督 
・市立図書館の運営に関わる基本的方針の策定 
・年間事業計画の企画立案及び調整 
・総合的な蔵書管理、施設管理、予算管理 
・子ども読書活動推進計画の推進管理 
・学校支援（学校との連絡調整、研修） 
・地域連携（市民との協働、ボランティアの人材育成等） 
・庁内及び関係機関との相互協力 
・図書館協議会の開催 
・定例会議の開催（図書館長会議、主任司書会議） 
・学校図書館支援会議の開催 
・連絡調整会議 

                            
 
【定型的業務】（運営部門） 
図書館サービス、施設の維持管理 
・3 館の運営に関する連絡調整 
・図書の管理、カウンター業務等 
・問題解決支援(レファレンスサービス) 
・自主事業の実施 ほか 

国分寺図書館《地域館》 
 
【定型的業務】（運営部門） 
図書館サービス、施設の維持管理 
・図書の管理、カウンター業務等 
・問題解決支援(レファレンスサービス)  
・自主事業の実施 ほか 

南河内図書館《地域館》 
 
【定型的業務】（運営部門） 
図書館サービス、施設の維持管理 
・図書の管理、カウンター業務等 
・問題解決支援(レファレンスサービス) 
・自主事業の実施 ほか 

学校図書館(15 校)支援チーム 
・子どもの読書活動推進計画の促進 
・学校図書館への個別支援 
・担当者研修会の開催 
・その他の連絡調整等 

生涯学習文化課 
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第Ⅵ章  資 料 編   

 

 

 

 

◆令和元年度「下野市の図書館評価報告書」より抜粋 

 

◆策定経過 

 

◆下野市立図書館設置条例 

 

◆下野市立図書館運営規則 

 

◆下野市立図書館資料取扱規則 

 

◆下野市立図書館資料取扱要領 

 

◆公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準（抜粋） 

 

◆ユネスコ公共図書館宣言 

 

◆社会教育委員名簿 

 

◆諮問 

 

◆答申 

 

◆図書館協議会委員名簿 
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＜令和元年度「下野市の図書館評価報告書」より抜粋＞ 

 

○図書館評価の対象と評価方法について 

 下野市立図書館設置条例に規定されるすべての図書館の運営及びサービス全般を

対象とし、市民の代表者である図書館協議会による外部評価を実施し、外部評価をも

って総合評価といたしました。今回の評価結果に基づく課題の改善点等を所見として

まとめ、翌年度以降の事業に反映することといたしました。 

評価方法については、5 つの大項目と 14 の中項目に分類したうえで、34 の小項目

を定め、「中期的計画」・「単年度目標」を評価指標とし、次の評価基準で評価いたし

ました。 

平成 28 年度より「取組結果」に応じて《評価基準》の中項目の評価基準によりＡ

～Ｄを決定し各中項目の評価を決定いたしました。 

 

《評価基準》 

小項目＝参考 

評 価 評価内容及び基準 

Ａ 計画通り事業を実施し、目標水準を超える成果がある。 

Ｂ 計画通り事業を実施し、目標水準を満たしている。 

Ｃ 計画通り事業を実施し、目標水準を満たしているが、一部に課
題がある。 

Ｄ 計画した事業、目標水準を満たしておらず、改善が必要である。 

 

中項目・大項目評価 

評 価 評価内容及び基準 

Ａ 当該分野について、優れている。 

Ｂ 当該分野について、概ね適正である。 

Ｃ 当該分野について、改善が必要である。 

Ｄ 当該分野について、相当な改善が必要である。 

 

総合評価（外部評価をもって総合評価とします） 

評 価 評価内容及び基準 

Ａ 当該分野について、優れている。 

Ｂ 当該分野について、概ね適正である。 

Ｃ 当該分野について、改善が必要である。 

Ｄ 当該分野について、相当な改善が必要である。 
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○総合評価（外部評価） 

 

Ⅰ 1.資料の収集と保存

2.市民ニーズを把握した図書の
収集

１．インターネットによる調べ物の
支援

2.より容易で効率的な資料・情報の提
供

Ⅱ 1.学校図書館支援

2.小学校への読書普及活動の充実

1.親子で読書を楽しむきっかけづくり

2.子ども読書活動を促進する保護者対象事業

3.図書館情報の周知

1.児童書の充実

2.小中学生向けの講座や読書案内の充実

3.児童書の貸出冊数、市内小学校への団体貸出冊数

Ⅲ 1.図書館評価

2.民間企業の図書館活動への参加

1.レファレンスサービス

2.レファレンス受付件数

3.相互貸借

1.図書館サービスの充実

2.所蔵資料の活用

3.リサイクル

1.乳幼児・児童サービス

2.高齢者サービス

3.障がいを持っている方へのサービスを充実します

4.外国人の方へのサービスを充実します

5.市民の要望に応じた幅広いサービスを充実します

Ⅳ

1.郷土資料

2.地域ゆかりの関係資料

Ⅴ 1.図書館ボランティア

2.レファレンス室資料の充実

3.開かれた図書館

１.ボランティアの養成と支援

2.市民協働事業

郷

土
の
歴

史
と
豊

か

な
市
民

文
化
の

拠

点
と
し

て
の

図

書
館

2.郷土資料の積極的な
収集、保存、提供 B B B

1.生涯学習の機会や交流の場
の提供 B B A

市
民
と
と
も
に
あ
る

図
書
館

2.市民との協働を推進し、市民
とともにある図書館づくりの実
現

B B A

3.利用者への接遇の向上 3.職員の接遇と人材育成 B B B

B

1.地域情報の収集、保存、提供 １.地域資料・行政資料 B B B

1.柔軟な運営体制の構築 B B B

利
用
し
や
す
く
役
立
つ
図
書
館

2.利用者の課題解決に役立つ
レファレンスサービス機能の充
実

B B B

3.利用者の要望に応じたサー
ビスの充実 B B B

4.誰もが利用しやすい図書館
サービスの提供 B B

1.学校との連携による子ども読
書活動の充実 B B A

子
ど
も
の
読
書
活
動
を

推
進
す
る
図
書
館

2.家庭での読書活動の支援 B B A

3.子どもの読書活動推進のた
めの読書環境等の充実 B B A

1.市民の要望に応えることがで
きる多様な蔵書の充実 B B B

知
識
と
情
報
の
拠

点
と
し
て
の

図
書
館 3.サービスの提供の向上 B B B

南河内図書館

総合評価 総合評価 総合評価
大項目 中項目 小項目

石橋図書館 国分寺図書館
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○図書館協議会委員による意見 

（１）石橋図書館 

 

 

（２）国分寺図書館 

・新型コロナウイルス関連の記事資料を展示していたことが良い。 

・レファレンスサービスの充実は図書館利用のきっかけにもなる。スタッフ間、図書 

館間での情報共有は継続してほしい。 

・「ティーンズ読書クラブ」の継続はすばらしく、成長に期待する。 

・入口の所の子ども達の絵等の展示や、テーマによる資料展示にウエルカム感があ

る。また、狭い１階部分を活かした展示も工夫されていると思う。 

 

＜課題＞ 

・インターネットは気軽に情報が得られるが、最終的には信頼性が高い図書情報の 

提供を望む。 

・高齢者社会に備え、医療・健康増進の資料は利用者の拡充につながると考えるが、 

内容も吟味して購入してほしい。 

・エレベーターの設置やトイレの洋式化を要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

・リクエスト件数が大きく増加したこと、グリムに関する資料収集の継続は評価に値

する。 

・歴史講座等、地域に関する講座は、普段図書館に足を運ばない人にも来館のきっか

けとなるので継続を望む。 

・著者を囲む会での作家本人による読み聞かせ等、親子で参加できることはとても良

い取り組みである。 

・「原爆と平和展」による原爆パネル展示はとても良い取り組みであり、読み聞かせ

を同時に行ったことで子ども達も理解を深めることができた。 

 

＜課題＞ 

・大松山運動公園のスポーツ施設等が設置され、図書館への入館者が増加することが

見込まれる。施設等の利用者と図書館の接点を持ち、利用者の拡大を図ることを望

む。 

・データベースの利用法の周知は、今後も努力すべきである。 

・インターネット使用に対する情報リテラシーについても支援を考えてほしい。  
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（３）南河内図書館 

・学校への支援が手厚く行われていることは、高く評価できる。 

・着実に改善点を見いだし実践していることは、高く評価できる。特に夏休み期間中 

の取り組みは、学校並びに保護者にとって役立ったと考える。 

・図書館スタッフおすすめの 100 冊は、資料の活用として効果的である。 

・市内在住の講師による講座開催等、市民との協働事業は良い企画である。 

 

＜課題＞ 

・学校への団体貸出に伴う更なる児童書の充実を望む。 

・資料の質や量はなかなかのものである。その一方、見たい資料の棚を探しにくい 

気がする。分かりやすいサイン等をつけてほしい。 

・隣接する公民館やグランド利用者が、図書館利用につながるような取り組みも必 

要である。 

 
                                                                                

 

（４）全図書館 

・ツイッターでの毎回の情報発信はとても有効である。今後も様々な情報のＰＲを 

望む 

・図書館ボランティアによる各小学校への読み聞かせは、有意義である。各図書館の 

特長を活かして継続してほしい。 

・書庫にある良い本が、旬な特集で改めて展示されることは、とても良い。 

 

＜課題＞ 

・行政資料が図書館にあるということを、更に周知することも必要である。 

・利用者アンケートの要望にできるだけ応えられるよう、今後も一層の努力をお願 

いしたい。 

・資料充実に伴う図書購入費の増額を望む。 
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＜策定経過＞ 

開催年月日 実施事項 実施内容等 

令和 2 年 6 月 26 日（金） 第 1 回 社会教育委員会議 

（諮問） 

教育委員会から図書館基本計画 

(第二次)案策定の諮問 

令和 2 年 7 月 15 日（水） 第 2 回 図書館協議会 【議題】 

下野市図書館基本計画(第二次)

（案）作成について 

令和 2 年 10 月 28 日（水） 第 3 回 図書館協議会 【議題】 

下野市図書館基本計画(第二次)

（案）について 

令和 2 年 11 月 20 日（金） 第 3 回 社会教育委員会議 

（図書館協議会・公民館運

営審議会との合同会議） 

【議題】 

・下野市図書館基本計画(第二次)

（案）について 

・下野市公民館振興計画(第二次) 

（案）について 

令和 2 年 12 月 11 日（金） 第 4 回 図書館協議会 【議題】 

下野市図書館基本計画(第二次)

（案）について 

令和 2 年 12 月 18 日（金） 第 4 回 社会教育委員会議 

（図書館協議会・公民館運

営審議会との合同会議） 

【議題】 

・下野市図書館基本計画(第二次) 

(案)・答申(案)について 

・下野市公民館振興計画(第二次) 

(案)・答申(案)について 

令和 3 年 1 月 パブリックコメント 【提案】 

下野市図書館基本計画(第二次)

（案）パブリックコメントに 

ついて 

令和 3 年 2 月 15 日（月） 第 5 回 社会教育委員会議 

 

【議題】 

・下野市図書館基本計画(第二次) 

(案)について 

・下野市公民館振興計画(第二次) 

(案)について 

令和 3 年 3 月 5 日(金) 答申 社会教員委員会から教育委員会へ

の答申 

令和 3 年 3 月 17 日(水) 教員委員会 下野市図書館基本計画（第二次）

の策定 
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＜下野市立図書館設置条例＞ 

平成 18 年 1 月 10 日 

条例第 85 号 

(設置) 

第 1 条 図書館法(昭和 25 年法律第 118 号。以下「法」という。)の規定に基づき、市民の文化、教養、

調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書及びその他必要な資料を収集し利用に供すること

を目的とし、下野市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。 

(名称及び位置) 

第 2 条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

(図書館奉仕) 

第 3 条 図書館の活動を促進するため、必要があると認めるときは、閲覧所、配本所等を設置すること

ができる。 

(図書館協議会) 

第 4 条 図書館の運営に関し、法第 14 条の規定に基づき、下野市立図書館協議会(以下「協議会」とい

う。)を置くことができる。 

2 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験の

ある者の中から、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員 10 人をもって組織す

る。 

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(平 24 条例 14・一部改正) 

(職員) 

第 5 条 図書館に館長、司書、事務職員及びその他必要な職員を置く。 

(指定管理者による管理) 

第 6 条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要と認めたときは、その管理を地方自治法(昭和 22 年法

律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることが

できる。 

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおり

とする。 

(1) 図書館の利用に関する業務 

(2) 図書館の維持管理に関する業務 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に従い、図書館を適正に市民等の利用に供さなけ

ればならない。 

(平 24 条例 23・追加) 

(委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

(平 24 条例 23・旧第 6 条繰下) 

附 則 

この条例は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 3 月 27 日条例第 14 号) 

この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 6 月 19 日条例第 23 号) 

この条例は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。 

別表(第 2 条関係) 

名称 位置 

下野市立南河内図

書館 

下野市田中 681 番地 1 

下野市立石橋図書

館 

下野市大松山一丁目 7番 3

号 

下野市立国分寺図

書館 

下野市駅東三丁目 1 番 19

号 
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＜下野市立図書館運営規則＞ 

平成 18 年 1 月 10 日 

教育委員会規則第 21 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、下野市立図書館設置条例(平成 18 年下野市条例第 85 号。以下「条例」という。)

第 7 条の規定に基づき、下野市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要なことを定

めるものとする。 

(平 24 教委規則 2・一部改正) 

(図書館奉仕) 

第 2 条 図書館は、図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第 3 条の規定に基づき、次の事業を行う。 

(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、行政資料、郷土資料、視聴覚資料その他必要資料をいう。)

の収集、整理及び保存 

(2) 図書資料の閲覧及び貸出 

(3) 読書案内及び読書相談 

(4) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び調査研究に対する援助 

(5) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料の展示会等の主催及び奨励 

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布 

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借 

(8) その他図書館の目的達成のために必要な事業 

(資料の提供) 

第 3 条 市の機関は、その発行する刊行物その他の資料を無償で図書館に提供しなければならない。 

(休館日) 

第 4 条 石橋図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 金曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3 条に規定する休日(以下

「国民の祝日等」という。)に当たるときは休館日としない。) 

(2) 12 月 30 日から翌年 1 月 3 日まで 

(3) 特別整理期間(毎年 1 回 5 日以内) 

2 国分寺図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日(その日が国民の祝日等に当たるときは、休館日としない。) 

(2) 12 月 30 日から翌年 1 月 3 日まで 

(3) 特別整理期間(毎年 1 回 5 日以内) 

3 南河内図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日 

(2) 国民の祝日等 

(3) 年末年始 

(4) 特別整理期間(毎年 1 回 10 日以内) 

4 前 3 項の規定にかかわらず、図書館の管理上、特に必要がある場合は、臨時に休館し、又は休館日を

変更することができる。 

(平 19 教委規則 9・全改、平 25 教委規則 9・平 27 教委規則 10・一部改正) 

(開館時間) 

第 5 条 図書館の開館時間は、午前 9 時から午後 7 時までとする。 

2 前項の規定にかかわらず、館長は特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。 

(平 25 教委規則 9・一部改正) 

(利用の制限) 

第 6 条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止

することができる。 

(損害の弁償) 

第 7 条 利用者が、図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚し、又は破損し、若しくは紛失した

ときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。 

(貸出しの対象及び手続) 

第 8 条 図書館の図書資料及び視聴覚資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とし、図

書貸出登録申請書(様式第 1 号)を館長に提出し、利用者カード(様式第 2 号)の交付を受けた者とする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(3) 市内に存する学校に在学する者 

(4) 市と図書館資料の広域貸出しについて、協定を締結した市町村の区域内に住所を有する者 

2 前項の規定に該当しない者でも、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認めた者に対し、利用
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者カードを交付することができる。 

(利用者カードの紛失及び異動事項の届出) 

第 9 条 利用者カードの交付を受けている者は、利用者カードを紛失したとき、又は記載事項に変更を

生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。 

2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人が負うも

のとする。 

3 利用者カードの再交付を受ける場合は、利用者カード再発行依頼申込書(様式第 3 号)に、手数料を添

えて申し込まなければならない。利用者カード 1 枚につき 200 円とする。 

(資料の貸出冊数及び期間) 

第 10 条 利用者が一度に貸出しを受けることができる図書館資料の数及び貸出し期間は、図書資料(図

書館資料のうち視聴覚資料を除く資料をいう。以下同じ)にあっては 10 冊以内で 14 日以内、視聴覚資料

にあっては 2 点以内で 14 日以内とする。この場合において、紙芝居は、図書資料として扱うものとす

る。 

2 館長が特に必要があると認めたときは、貸出資料数及び貸出期間を別に指定することができる。 

(平 19 教委規則 9・全改) 

(利用の停止等) 

第 11 条 図書館資料の貸出を受けた者が貸出期間経過後、なお図書館資料を返納しないときは、督促を

行い状況に応じ館長は、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。 

(複写の提供) 

第 12 条 館長は、必要があると認めたときは、利用者の依頼により、その調査研究の用に供するため、

著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 31 条第 1 号の規定に基づき、図書館資料の複写を行い提供するこ

とができる。 

(複写の申込) 

第 13 条 複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写依頼申込書(様式第 4 号)に手数料を添えて申

し込まなければならない。 

(複写手数料) 

第 14 条 複写の提供にあっては、下野市手数料条例(平成 18 年下野市条例第 62 号)の規定に基づき、複

写手数料を徴収する。 

2 下野市手数料条例第 6 条の規定により、手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、図書館

資料複写手数料減免申請書(様式第 5 号)を提出しなければならない。 

(貸出文庫) 

第 15 条 図書館の目的を達成するため、館長が適当と認めた団体及び機関については、その要請に応

じ、貸出文庫を実施することができる。 

2 貸出文庫の管理運営に関し必要な事項は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定

める。 

(移動図書館) 

第 16 条 地域の実情、必要性に応じ、図書の貸出その他の図書館奉仕を行うため、市内を巡回する移動

図書館を実施することができる。 

2 移動図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

(館外貸出しを禁ずる図書資料) 

第 17 条 次に規定する図書館資料については、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要がある

と認めた場合は、この限りでない。 

(1) 参考図書 

(2) 館内において特に利用の多い図書 

(3) 貴重図書、貴重資料 

(4) 郷土資料、行政資料 

(5) レコード、ビデオテープ等視聴覚資料 

(6) その他館長が貸出しを不適当と認めたもの 

(会議室及び視聴覚室の利用) 

第 18 条 会議室、研修室、視聴覚室を利用しようとする者は、図書館利用申込書(様式第 6 号)により、

館長の承認を受けなければならない。 

2 会議室、研修室、視聴覚室の利用について、風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのあるとき、又は営

利を目的とするなど、管理上支障があると認められるときは、利用停止若しくは承認を取り消すことが

できる。 

(資料の受贈及び受託) 

第 19 条 図書館は、図書館資料の寄贈及び委託を受けることができる。 

2 図書館に図書資料を委託しようとする者は、寄贈(委託)申込書(様式第 7 号)により館長の承認を得
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て現品を提供するものとする。 

3 受託した図書館資料に対し、寄贈(委託)証(様式第 8 号)を発行し、他の図書館資料と同様な取扱いと

する。 

4 図書館は、委託資料が火災、盗難その他避けられない事情により汚損し、破損し、又は紛失してもそ

の責は負わない。 

(図書館協議会の組織等) 

第 20 条 条例第 4 条に規定する下野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長

1 人を置き、委員の互選により定める。 

2 委員長は、協議会を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行す

る。 

3 会議は、委員長が招集する。 

(読替規定) 

第 21 条 条例第 6 条の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第 5 条第 2 項、第 6 条、

第 8 条第 1 項及び第 2 項、第 9 条第 1 項、第 10 条第 2 項、第 11 条、第 12 条、第 15 条第 1 項、第 17

条、第 18 条第 1 項並びに第 19 条第 2 項中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとす

る。 

(平 24 教委規則 2・追加) 

(その他) 

第 22 条 この規則の施行に関しその他必要な事項は、別に定める。 

(平 24 教委規則 2・旧第 21 条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立図書館運営規則(昭和 62 年教育委員会規則

第 6 号)、石橋町立図書館運営規則(昭和 63 年教育委員会規則第 5 号)又は国分寺町立図書館の設置に関

する条例施行規則(昭和 59 年教育委員会規則第 8 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

3 当分の間、従前の利用者カード(貸出カード・貸出券)を使用することができる。 

附 則(平成 19 年 6 月 18 日教委規則第 9 号) 

この規則は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 6 月 20 日教委規則第 2 号) 

この規則は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 3 月 25 日教委規則第 9 号) 

この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 3 月 19 日教委規則第 10 号) 

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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＜下野市立図書館資料取扱規則＞ 

平成 18 年 1 月 10 日 

教育委員会規則第 22 号 

(趣旨) 

第 1 条 下野市立図書館設置条例(平成 18 年下野市条例第 85 号。以下「条例」という。)第 1 条に規定

する図書館における図書館資料の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定め

るところによる。 

(定義) 

第 2 条 この規則において「図書館資料」とは、下野市立図書館運営規則(平成 18 年下野市教育委員会

規則第 21 号)第 2 条第 1 号に規定する図書館資料をいう。 

(平 24 教委規則 2・一部改正) 

(購入) 

第 3 条 館長は、図書館資料を購入しようとするときは、職員で構成する図書館資料選定会議に諮るこ

とができる。 

(分類及び排列) 

第 4 条 図書館資料の分類及び排列は、日本十進分類法(社団法人日本図書館協会制定)によるものとす

る。ただし、これにより難いものについては、館長が別に定めるものとする。 

(図書館資料の登録) 

第 5 条 館長は、図書館資料を購入したときは、これを図書館資料データベースに登録しなければなら

ない。 

2 前項の規定は、寄贈された資料のうち図書館資料とするものについて準用する。 

(図書館資料データベースの管理) 

第 6 条 館長は、図書館資料データベースを管理し、図書館資料の出納及び保管の状況を明らかにして

おかなければならない。 

(図書館資料の除籍) 

第 7 条 館長は、図書館資料が不用となったとき又は亡失したときは、これを図書館資料データベース

から除籍することができる。 

(図書館資料の保存協定) 

第 8 条 館長は、教育長の承認を得て、他の図書館と図書館資料の保存について協定を締結することが

できる。 

(読替規定) 

第 9 条 条例第 6 条の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第 4 条、第 5 条及び第 6

条中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

(平 24 教委規則 2・追加) 

(適用除外) 

第 10 条 第 3 条、第 7 条及び第 8 条の規定は、条例第 6 条の規定により指定管理者を指定した場合につ

いては適用しない。 

(平 24 教委規則 2・追加) 

(その他) 

第 11 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

(平 24 教委規則 2・旧第 9 条繰下・一部改正) 

附 則 

この規則は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 6 月 20 日教委規則第 2 号) 

この規則は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。 
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＜下野市立図書館資料取扱要領＞ 

平成 18 年 1 月 10 日 
教育委員会訓令第 9 号 
(目的) 
第 1 条 この訓令は、下野市立図書館運営規則(平成 18 年下野市教育委員会規則第 21 号。以下「規
則」という。)第 2 条に定められた事業を行うため、収集に関する事項を定めることを目的とする。 
(平 24 教委訓令 4・一部改正) 
(資料収集方針) 
第 2 条 下野市立図書館は、すべての市民の「教養、調査研究、レクリエーション等に資すること
を目的とする」(図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第 2 条)施設であり、そのための資料(規則第 2
条第 1 号に定める図書館資料。以下「資料」という)の収集に当たっては「図書館の自由に関する宣
言」(日本図書館協会；1979 年改訂)の精神を尊重し、自由、公平、公正の立場から現代的課題を踏
まえた広範囲な資料収集に努めるものとする。 
(平 24 教委訓令 4・一部改正) 
第 3 条 収集の範囲は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 基本的人権の一つとして知る自由を持つ市民に必要な資料を収集する。 
(2) 市民の多様な要求に応えられるよう、あらゆる分野・主題にわたる資料を収集する。 
(3) 特に、郷土資料、行政資料及び地域に関する資料については積極的に収集する。 
(4) 新聞及び雑誌等の逐次刊行物を収集する。 
(5) CD、DVD 及びビデオ等の視聴覚資料を収集する。 
(6) 国際化、情報化及び高齢化等、社会の動向を的確に捉え、市民の需要を適切に反映させるとと
もに、長期的な利用も配慮し、組織的、効果的かつ系統的な資料構成になるように努める。 
第 4 条 収集の原則は、次の掲げるものとする。 
(1) 図書館は、組織的、計画的な収集に当たり、この訓令の公開やリクエスト制度をもとに広範な
市民の意見、要望を反映させる。 
(2) 特定の主義、主張に偏ることなく、公平、公正に収集する。 
(3) 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立って収集する。 
(4) 著者の思想的、宗教的及び政治的な立場にとらわれることなく収集する。 
(5) 個人、組織、団体等からの圧力や干渉に左右されることなく収集する。 
(6) 図書館員の個人的関心や好みに偏ることなく収集する。 
(7) 学校図書館(室)との連携を考慮し必要に応じて備える。 
(資料選定基準) 
第 5 条 資料選定基準は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 図書については、次のとおりとする。 
ア 選定に当たっては、市全体の蔵書構成を配慮しつつ各館での要求を満たすよう努める。 
イ 利用頻度の高い資料は、複本を購入し提供する。 
ウ 資料の古くなったものは、必要に応じ、より新しい内容のものに更新する。 
エ 汚損、破損及び紛失によるものは、原則として次のものは補充しない。 
(ア) 内容が古くなり、又は保存の必要が認められないもの 
(イ) 他の資料によって代替えできるもの 
(ウ) 複本のあるもので利用度の高くないもの 
オ 児童書は、乳幼児から小学生までの各発達段階に応じた資料を収集する。 
カ 青少年向けの図書については、中学生を主な対象とし、新鮮で魅力ある資料を収集する。 
キ 一般図書は、市民の多様な要求に応えられるよう、すべての分野について入門書的なものから
必要に応じて収集するよう努める。 
ク 新刊書を中心に収集し、必要に応じて既刊の図書や各分野の受賞作品等も収集する。 
ケ 参考図書は、調査研究の援助、参考事務の機能を果たすため広い分野について収集する。 
コ 郷土・行政資料、郷土関連作家及び市内の学校や企業等の出版物、栃木県の関連資料をできる
限り収集する。 
サ 視覚障害者に配慮して、大活字本や点字図書・録音図書を収集する。 
シ 外国語の図書は、英語を中心に収集し、その他外国語及び下野市と交流のある都市の外国語に
ついても必要に応じて収集する。 
(2) 逐次刊行物については、次のとおりとする。 
ア 新聞は、全国紙・地方紙(栃木県)の主なものを収集する。 
イ 雑誌は、利用の需要を見ながら幅広い分野を収集する。市全体の収集雑誌を配慮しつつ、適宜
見直しを行う。 
ウ 郷土関連の雑誌は、寄贈を含めて幅広く収集する。 

http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000256.html#l000000000
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000254.html?id=j2
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000254.html?id=j2
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000254.html?id=j2_k1_g1
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000254.html?id=j2_k1_g1
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/r295RG00000256.html#l000000000


33 

(3) 視聴覚資料については、次のとおりとする。 
ア 音響資料(CD・MD・カセットテープ等)は、音楽・諸芸・文学・記録等の基礎的な作品を中心に
収集する。 
イ 映像資料(ビデオテープ・DVD)は、記録・文化・科学・美術・スポーツ・諸芸等の基礎的な作品、
映画・アニメーションの主要な作品を収集する。 
ウ その他、写真、ポスター・映画フィルム等の視聴覚資料は、必要に応じて収集する。 
(4) その他の資料については、次のとおりとする。 
ア パンフレットは、必要に応じて収集する。 
イ 栃木県に関する地図・地図帳等の資料は、できる限り収集する。 
ウ CD―ROM をはじめ、オンライン・データベースの導入などニューメデアを採用し、収集する。 
2 資料は、図書館員の責任において選書、収集し、館長の決裁により決定する。 
3 寄贈資料については、第 1 項に基づき受入を行う。 
(平 24 教委訓令 4・一部改正) 
(除籍の決定) 
第 6 条 館長は、図書館資料が次に該当するときは、除籍の決定をすることができる。この場合に
おいて、館長は、図書館協議会の意見を参考にしなければならない。 
(1) 重複資料のうち、今後利用される見込みがないと認められるもの 
(2) 新版又は改訂版の発行により、資料としての価値が減少したとき。 
(3) 科学技術の発展又は社会情勢の変化により利用価値が低下したもの 
(4) 汚損又は破損がきびしく、補修することが困難なもの 
(5) 別に定められた保存期間を経過したもの 
(6) 寄贈等で自館資料と重複し、又は収集方針に沿わないもの 
(7) 貸出期間から 2 年を経過し、貸出を受けた者が所在不明等により回収不能であると認めたと
き。 
(8) 貸出中に、災害・事故等により紛失し、回収が不能であると認めたとき。 
(9) 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず貸出の期間から 3 年を経過しても回収不能な
もの 
(10) 蔵書点検の結果、引き続き 3 年以上所在不明なもの 
(11) その他館長が、必要と認めたもの 
2 図書館長は、除籍した資料を廃棄、又はリサイクル事業に活用することができる。 
(リサイクル事業) 
第 7 条 前条第 2 項に規定するリサイクル事業は、次により実施する。 
2 この事業で対象とする資料は、次に掲げる資料とする。 
(1) 図書館の資料で除籍の決定をした資料 
(2) 寄贈された資料で、図書館の資料として受け入れない資料 
3 次に掲げる方法の中で、館長が指定した方法で行う。 
(1) 常設のリサイクルコーナーの設置 
(2) リサイクル市の開催 
(3) その他、リサイクルに関し、館長が必要と認める方法 
4 リサイクル資料の提出は、これを無償とする。ただし、次に掲げる事項を条件とする。 
(1) 提供を受けた資料を転売しないこと。 
(2) 提供を受けた資料を有償で貸出しないこと。 
(3) その他館長が指定した事項 
5 館長は、次に該当する者に対しては、資料を提供しないことができる。 
(1) 前項の各号に掲げる条件に反した者 
(2) その他館長が適当でないと認めたもの 
(見直し) 
第 8 条 この訓令は、必要に応じて見直しをするものとする。 
(読替規定) 
第 9 条 下野市図書館設置条例(平成 18 年下野市条例第 85 号。以下「条例」という。)第 6 条の規
定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第 6 条及び第 7 条中「館長」とあるのは、「指
定管理者」と読み替えるものとする。 
(平 24 教委訓令 4・追加) 
(適用除外) 
第 10 条 第 5 条第 2 項の規定は、条例第 6 条の規定に基づき指定管理者を指定した場合について
は適用しない。 
(平 24 教委訓令 4・追加) 
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(その他) 
第 11 条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 
(平 24 教委訓令 4・旧第 9 条繰下・一部改正) 
附 則 
この訓令は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。 
附 則(平成 24 年 7 月 19 日教委訓令第 4 号) 
この訓令は、公布の日から施行する。 
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＜公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準（抜粋）＞ 

文部科学省告示第百七十二号 

公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準 

平成二十四年十二月十九日 

 

第二 公立図書館 

一 市町村立図書館 

1 管理運営 

（一）基本的運営方針及び事業計画 

1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図書館の事業の

実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針」という。）を策定し、公表するよう努める

ものとする。 

2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関する適切な指

標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事業年度の事業計画を策定

し、公表するよう努めるものとする。 

3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当たっては、利用

者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。 

（二）運営の状況に関する点検及び評価等 

1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の向上

を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、(一)の 2 の目標及び事業計

画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければならない。 

2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館

協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。）の活用その他の方法により、学

校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験

のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。 

3 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

4 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容について、イン

ターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等」という。）をはじめとした多

様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努めなければならない。 

（三）広報活動及び情報公開 

市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るため、広報紙等

の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開

に努めるものとする。 

（四）開館日時等 

市町村立図書館は、利用者及び住民の利用を促進するため、開館日・開館時間の設定に当たっては、地

域の実情や利用者及び住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また、移動図書館を運行する場

合は、適切な周期による運行等に努めるものとする。 

（五）図書館協議会 

1 市町村教育委員会は、図書館協議会を設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及び住民の要望を十分に

反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。 

2 図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める委員の任命の基準に従いつつ、地域

の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。 

（六）施設・設備 

1 市町村立図書館は、この基準に示す図書館サービスの水準を達成するため、図書館資料の開架・閲覧、

保存、視聴覚資料の視聴、情報の検索・レファレンスサービス、集会・展示、事務管理等に必要な施設・

設備を確保するよう努めるものとする。 

2 市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配慮を必要とする者

が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等の施設の整備、拡大読書器等資料の利用

に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の充実等に努めるとともに、児童・青少年の利用を促

進するため、専用スペースの確保等に努めるものとする。 

2 図書館資料 

（一）図書館資料の収集等 

1 市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地域の実情に十分留意しつつ、図書館

資料の収集に関する方針を定め、公表するよう努めるものとする。 

2 市町村立図書館は、前項の方針を踏まえ、充実した図書館サービスを実施する上で必要となる十分な
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量の図書館資料を計画的に整備するよう努めるものとする。その際、郷土資料及び地方行政資料、新聞

の全国紙及び主要な地方紙並びに視聴覚資料等多様な資料の整備にも努めるものとする。また、郷土資

料及び地方行政資料の電子化に努めるものとする。 

（二）図書館資料の組織化 

市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図るため、図書館資料の分類、配架、目録・索引の整備等

による組織化に十分配慮するとともに、書誌データの整備に努めるものとする。 

3 図書館サービス 

（一）貸出サービス等 

市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度や複写サービス等の運用により利用

者の多様な資料要求に的確に応えるよう努めるものとする。 

（二）情報サービス 

1 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利用者の求めに

応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・高度化に努めるものと

する。 

2 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用等のサービス

の充実に努めるものとする。 

3 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる環境の提

供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等を紹介するレフェラル

サービスの実施に努めるものとする。 

（三）地域の課題に対応したサービス 

市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地域の課題の解決に向けた活動を支援

するため、利用者及び住民の要望並びに地域の実情を踏まえ、次に掲げる事項その他のサービスの実施

に努めるものとする。 

ア 就職・転職、起業、職業能力開発、日常の仕事等に関する資料及び情報の整備・提供 

イ 子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法手続等に関する資料及び情報の整

備・提供 

ウ 地方公共団体の政策決定、行政事務の執行・改善及びこれらに関する理解に必要な資料及び情報の

整備・提供 

（四）利用者に対応したサービス 

市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利用を促進するため、関係機関・団体と連携を図りながら、

次に掲げる事項その他のサービスの充実に努めるものとする。 

ア （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年の読書活動

を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を対象とした講座・展示会の実施、学校等の教育

施設等との連携 

イ （高齢者に対するサービス） 大活字本、録音資料等の整備・提供、図書館利用の際の介助、図書

館資料等の代読サービスの実施 

ウ （障害者に対するサービス） 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整

備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代

読サービスの実施 

エ （乳幼児とその保護者に対するサービス） 乳幼児向けの図書及び関連する資料・情報の整備・提

供、読み聞かせの支援、講座・展示会の実施、託児サービスの実施 

オ （外国人等に対するサービス） 外国語による利用案内の作成・頒布、外国語資料や各国事情に関

する資料の整備・提供 

カ （図書館への来館が困難な者に対するサービス） 宅配サービスの実施 

（五）多様な学習機会の提供 

1 市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、講座、相談会、資

料展示会等を主催し、又は関係行政機関、学校、他の社会教育施設、民間の関係団体等と共催して多様

な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動のための施設・設備の供用、資料の提供等を通じ、その

活動環境の整備に努めるものとする。 

2 市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援するため、必要な学習機会の提供に

努めるものとする。 

（六）ボランティア活動等の促進 

1 市町村立図書館は、図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用する場であると

ともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、読み聞かせ、代読サービス等の

多様なボランティア活動等の機会や場所を提供するよう努めるものとする。 

2 市町村立図書館は、前項の活動への参加を希望する者に対し、当該活動の機会や場所に関する情報の

提供や当該活動を円滑に行うための研修等を実施するよう努めるものとする。 
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4 職員 

（一）職員の配置等 

1 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図書館サービスその他の

図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが望ま

しい。 

2 市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司

書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに、これら職員の職務の重要性に

かんがみ、その資質・能力の向上を図る観点から、第一の四の 2 に規定する関係機関等との計画的な人

事交流（複数の市町村又は都道府県の機関等との広域的な人事交流を含む。）に努めるものとする。 

3 市町村立図書館には、前項の司書及び司書補のほか、必要な数の職員を置くものとする。 

4 市町村立図書館は、専門的分野に係る図書館サービスの充実を図るため、必要に応じ、外部の専門的

知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。 

（二）職員の研修 

1 市町村立図書館は、司書及び司書補その他の職員の資質・能力の向上を図るため、情報化・国際化の

進展等に留意しつつ、これらの職員に対する継続的・計画的な研修の実施等に努めるものとする。 

2 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質・能力の向上を図るため、各種研修

機会の拡充に努めるとともに、文部科学大臣及び都道府県教育委員会等が主催する研修その他必要な研

修にこれら職員を参加させるよう努めるものとする。 
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＜ユネスコ公共図書館宣言＞ 

ユネスコ公共図書館宣言 １９９４年 

UNESCO Public Library Manifesto１９９４ 

１９９４年１１月採択 

原文は英語 

 

社会と個人の自由、繁栄および発展は人間にとっての基本的価値である。このことは、十分

に情報を得ている市民が、その民主的権利を行使し、社会において積極的な役割を果たす能力

によって、はじめて達成される。建設的に参加して民主主義を発展させることは、十分な教育

が受けられ、知識、思想、文化および情報に自由かつ無制限に接し得ることにかかっている。  

地域において知識を得る窓口である公共図書館は、個人および社会集団の生涯学習、独自の

意思決定および文化的発展のための基本的条件を提供する。  

この宣言は、公共図書館が教育、文化、情報の活力であり、男女の心の中に平和と精神的な

幸福を育成するための必須の機関である、というユネスコの信念を表明するものである。  

したがって、ユネスコは国および地方の政府が公共図書館の発展を支援し、かつ積極的に関

与することを奨励する。  

公共図書館 

公共図書館は、その利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする、

地域の情報センターである。  

公共図書館のサービスは、年齢、人種、性別、宗教、国籍、言語、あるいは社会的身分を問

わず、すべての人が平等に利用できるという原則に基づいて提供される。理由は何であれ、通

常のサービスや資料の利用ができない人々、たとえば言語上の少数グループ（マイノリテ

ィ）、障害者、あるいは入院患者や受刑者に対しては、特別なサービスと資料が提供されなけ

ればならない。  

いかなる年齢層の人々もその要求に応じた資料を見つけ出せなければならない。蔵書とサー

ビスには、伝統的な資料とともに、あらゆる種類の適切なメディアと現代技術が含まれていな

ければならない。質の高い、地域の要求や状況に対応できるものであることが基本的要件であ

る。資料には、人間の努力と想像の記憶とともに、現今の傾向や社会の進展が反映されていな

ければならない。  

蔵書およびサービスは、いかなる種類の思想的、政治的、あるいは宗教的な検閲にも、また

商業的な圧力にも屈してはならない。 

公共図書館の使命 

情報、識字、教育および文化に関連した以下の基本的使命を公共図書館サービスの核にしなけ

ればならない。  

1. 幼い時期から子供たちの読書習慣を育成し、それを強化する。  

2. あらゆる段階での正規の教育とともに、個人的および自主的な教育を支援する。  

3. 個人の創造的な発展のための機会を提供する。  

4. 青少年の想像力と創造性に刺激を与える。  

5. 文化遺産の認識、芸術、科学的な業績や革新についての理解を促進する。  
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6. あらゆる公演芸術の文化的表現に接しうるようにする。  

7. 異文化間の交流を助長し、多様な文化が存立できるようにする。  

8. 口述による伝承を援助する。  

9. 市民がいかなる種類の地域情報をも入手できるようにする。  

10. 地域の企業、協会および利益団体に対して適切な情報サービスを行う。  

11. 容易に情報を検索し、コンピューターを駆使できるような技能の発達を促す。  

12. あらゆる年齢層の人々のための識字活動とその計画を援助し、かつ、それに参加し、必要

があれば、こうした活動を発足させる。  

財政、法令、ネットワーク 

＊ 公共図書館は原則として無料とし、地方および国の行政機関が責任を持つものとする。そ

れは特定の法令によって維持され、国および地方自治体により経費が調達されなければなら

ない。公共図書館は、文化、情報提供、識字および教育のためのいかなる長期政策において

も、主要な構成要素でなければならない。  

＊ 図書館の全国的な調整および協力を確実にするため、合意された基準に基づく全国的な図

書館ネットワークが、法令および政策によって規定され、かつ推進されなければならない。  

＊ 公共図書館ネットワークは、学校図書館や大学図書館だけでなく、国立図書館、地域の図

書館、学術研究図書館および専門図書館とも関連して計画されなければならない。  

運営と管理 

＊ 地域社会の要求に対応して、目標、優先順位およびサービス内容を定めた明確な方針が策

定されなければならない。公共図書館は効果的に組織され、専門的な基準によって運営され

なければならない。  

＊ 関連のある協力者、たとえば利用者グループおよびその他の専門職との地方、地域、全国

および国際的な段階での協力が確保されなければならない。  

＊ 地域社会のすべての人々がサービスを実際に利用できなければならない。それには適切な

場所につくられた図書館の建物、読書および勉学のための良好な施設とともに、相応な技術

の駆使と利用者に都合のよい十分な開館時間の設定が必要である。同様に図書館に来られな

い利用者に対するアウトリーチ・サービスも必要である。  

＊ 図書館サービスは、農村や都会地といった異なる地域社会の要求に対応させなければなら

ない。 

＊ 図書館員は利用者と資料源との積極的な仲介者である。適切なサービスを確実に行うため

に、図書館員の専門教育と継続教育は欠くことができない。 

＊ 利用者がすべての資料源から利益を得ることができるように、アウトリーチおよび利用者

教育の計画が実施されなければならない。 

宣言の履行 

国および地方自治体の政策決定者、ならびに全世界の図書館界が、この宣言に表明された諸

原則を 

履行することを、ここに強く要請する。 

* * * 

この宣言は、国際図書館連盟(IFLA)の協力のもとに起草された。 
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＜社会教育委員名簿＞ 

任期：令和 2 年 6 月 26 日～令和 4 年 3 月 31 日 

 役 職 氏  名 選出区分 

１ 委員長 五月女 洪 学識経験者 

２ 副委員長 花澤 公久 学識経験者 

３  秋山 貴子 小学校長代表 

４  石﨑 雅也 中学校長代表 

５  石田 節男 公民館運営審議会代表 

６  青木 ムツミ 図書館協議会代表 

７  高山 信夫 市ＰＴＡ連絡協議会代表 

８  海老原 新子 家庭教育オピニオン代表 

９  水田 あけみ 家庭教育支援チームひばり代表 

10  大塩 宗里 学識経験者 

11  菅井 貞雄 学識経験者 

12  石川 知子 公募 

13  増渕 晴美 公募 
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＜諮問＞ 

 

 

 

  
下教生文第１６号 

令和２年６月１６日 

 

下野市社会教育委員長  様 

 

下野市教育長 池澤 勤    

   

 

 下野市図書館基本計画の策定について（諮問） 

 

下野市図書館基本計画を策定したいので、社会教育法第 17 条第１項の規定に基づき、 

次のとおり諮問します。 

 

諮 問 

 

下野市総合計画の中で、生涯学習の推進は“人いきいきプロジェクト”の重点的な取  

組の一つとして掲げられております。これは本市において、市民の多様な学習を通じた  

自己実現、学習仲間との交流による心豊かな生活、学習成果の社会還元による協働のま  

ちづくりを推進していくことを明確に表したものであります。 

これらの政策を具現化するため、市民の知識と情報の拠点となる図書館機能の充実を  

図るための長期的な視点に立った図書館基本計画を平成 28 年３月に策定いたしました 

が、この計画期間が満了を迎えるため、下野市図書館基本計画（第二次）【令和３年度～令 

和７年度】の策定を諮問するものです。 

現在、図書館を取り巻く状況は、電子書籍や音楽配信サービスの普及など情報化の急  

激な進展により、大きく変化しています。しかしながら、市民が新たな知識や情報を学  

習・習得し、自らの能力を高めようとする欲求に応えるための図書館の役割は普遍的な  

ものであります。 

策定に当たりましては、図書館が市民にとって身近な知識と情報の拠点として有効に 

機能するため、さらには、郷土の記録や記憶を財産として次世代に伝える役割やあたた 

かい家庭教育の支援を担う施設として、今後の図書館が目指すべき方向性について提言  

願います。 
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＜答申＞ 

 

  

令和３年３月５日 

 

下野市教育委員会教育長 池澤 勤 様 

 

下野市社会教育委員長 五月女 洪 

 

下野市図書館基本計画（第二次）の策定について（答申） 

 

令和２年６月１６日付下教生文第１６号で諮問のありました、下野市図書館基本計画

（第二次）の策定について、下記の意見を附して別添のとおり答申します。 

 

記 

 

令和２年６月、下野市社会教育委員会（以下、「委員会」という。）は、下野市教育委員会

より「下野市図書館基本計画（第二次）の策定について」の諮問を受け、今後の図書館が目

指すべき方向性について提言を求められました。 

 委員会において、計５回の会議を開催し、図書館を取り巻く昨今の急激な情報化や若者

の活字離れ等の状況に考慮しながら、子ども・市民の読書活動の推進及び図書館における

具体的取組みについて、協議を重ねてきました。その際、図書館利用者及び住民の要望を

計画に反映するため、図書館協議会との意見交換を行いました。 

 第二次計画は、下野市総合計画や下野市教育大綱等の趣旨も踏まえ、社会の変化やライ

フステージに応じた学習活動の支援と将来を担う子どもたちの感性を育むため、基本理念

を「子ども・市民の豊かな心の育成と地域文化の向上を目指して」としました。また、その

実現を目指して「知識と情報の拠点としての図書館」「子どもの読書活動を推進する図書館」

「利用しやすく役立つ図書館」「郷土の歴史と豊かな市民文化の拠点としての図書館」「市

民とともにある図書館」の５つの基本目標を定めました。 

本計画を基に、諮問内容でもある本市の図書館が「知識と情報の拠点として機能し、郷

土の記録や記憶を財産として次世代に伝え、家庭教育の支援を担う施設」として実現する

ことを切に願います。 

 

 

 



43 

＜図書館協議会委員名簿＞ 

  任期：令和 2 年 5 月 13 日～令和 4 年 3 月 31 日 

 役 職 氏  名 選出区分 

１ 委員長 青木 ムツミ 学識経験者 

２ 副委員長 鈴木 一恵 学識経験者 

３  大垣 玉枝 学識経験者 

４  晴山 育子 図書館ボランティア 

５  下山 千恵子 図書館ボランティア 

６  松本 有幸 図書館ボランティア 

７  宮川 長一 小学校長代表 

８  設樂 孝男 中学校長代表 

９  髙木 智子 公募 

10  小林 直子 公募 
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